
 
 

第 79回国民スポーツ大会実施要項（馬術競技）の変更について（2025年６月 30日） 
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10 参加上の注意 

⑵ 馬事衛生関係については、「わた SHIGA 輝く国スポ馬術競技会馬事衛生業務実施計画」等の規程に

基づき実施する。なお、入厩にあたっては、公益社団法人日本馬術連盟の「馬インフルエンザ予防接

種実施要領」の最新版の規程および公益財団法人三木山人と馬とのふれあいの森協会の「三木ホース

ランドパーク入厩条件」に従うこと。 

イ 防疫検査は馬降時（入厩前）ではなく、入厩後に馬房内で実施するため、「馬の検査、注射、薬

浴、投薬証明手帳」及び「日本馬術連盟乗馬登録証」を入厩後、馬事衛生本部に持参し、馬管理者

立ち合いのもと検査を受けること。なお、検査が終わるまでは参加馬を馬房から出すことは一切で

きない。 
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